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○ 総 務 省 令 第    号  

 電 気 通 信 事 業 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 七 十 号 ） の 施 行 に 伴 い 、 及 び 電 気 通 信 事 業

法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 及 び 電 気 通 信 事 業 報 告

規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和   年   月   日  

                                 総 務 大 臣  松 本  剛 明  

   電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 及 び 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

 （ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は

、 こ れ を 加 え る 。  
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改   正   後  改   正   前  
（ 業 務 の 停 止 等 の 報 告 ）  

第 五 十 七 条  ［ 略 ］  

２  法 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 を し よ う と す る 者 は 、 報 告 を 要 す る 事 由 が 発 生 し た こ

と を 知 つ た 後 、 速 や か に そ の 発 生 日 時 及 び 場 所 、 概 要 、 原 因 、 措 置 模 様 そ の 他 参 考 と な る 事 項

に つ い て 適 当 な 方 法 に よ り 報 告 す る と と も に 、 そ の 詳 細 に つ い て 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 報 告 の

事 由 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 様 式 に よ り 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 報 告 期 限 ま で に 報 告 書

を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

報 告 の 事 由  様 式  報 告 期 限  

第 五 十 八 条 の 二 に 規 定 す る

重 大 な 事 故 が 生 ず る お そ れ

が あ る と 認 め ら れ る 事 態  

様 式 第 五 十 の 四  そ の 重 大 な 事 故 が 生 ず る お

そ れ が あ る と 認 め ら れ る 事

態 が 発 生 し た こ と を 知 つ た

日 か ら 三 十 日 以 内  
 

 （ 業 務 の 停 止 等 の 報 告 ）  

第 五 十 七 条  ［ 同 上 ］  

［ 新 設 ］  

（ 報 告 を 要 す る 重 大 な 事 故 が 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 事 態 ）  

第 五 十 八 条 の 二  法 第 二 十 八 条 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 態 （ 同 条 第 一 項 第 二 号 ハ に 掲 げ る 事

故 が 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） は 、 次 の と お り と す る （ 前 条 第 二 項 に 規

定 す る 重 大 な 事 故 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） 。  

一  次 の い ず れ に も 該 当 す る 事 態  

イ  事 業 用 電 気 通 信 設 備 （ 前 年 度 末 に お い て 三 万 以 上 の 利 用 者 に 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 電

気 通 信 事 業 者 が 設 置 し た も の に 限 る 。 ） に 係 る も の  

ロ  二 以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 に わ た つ て 提 供 さ れ る 電 気 通 信 役 務 に 係 る 電 気 通 信 設 備 に 係 る

も の  

ハ  端 末 設 備 又 は 端 末 系 伝 送 路 設 備 以 外 の 電 気 通 信 設 備 に 係 る も の  

ニ  次 に 掲 げ る 機 能 の い ず れ か を 有 す る 電 気 通 信 設 備 に 係 る も の  

⑴  伝 送 機 能  

⑵  交 換 機 能  

⑶  電 気 通 信 設 備 の 制 御 機 能 （ 仮 想 化 し た 機 能 を 制 御 す る た め の 機 能 を 含 む 。 ）  

⑷  電 気 通 信 設 備 の 運 用 、 監 視 又 は 保 守 に 係 る 機 能  

⑸  通 信 の 接 続 又 は 認 証 に 係 る 加 入 者 管 理 機 能  

ホ  次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  

⑴  電 気 通 信 設 備 の 機 能 に 支 障 を 生 じ 、 当 該 設 備 の 運 用 を 停 止 し よ う と し た に も か か わ ら

ず 当 該 設 備 の 運 用 を 停 止 す る こ と が で き な か つ た 事 態  

⑵  電 気 通 信 設 備 の 故 障 等 の 発 生 時 に 、 そ の こ と を 速 や か に 覚 知 で き ず 、 当 該 設 備 の 機 能

を 代 替 す る こ と と な つ て い た 予 備 の 電 気 通 信 設 備 （ 当 該 予 備 の 電 気 通 信 設 備 の 機 能 を 代

替 す る こ と と な つ て い た 予 備 の 電 気 通 信 設 備 を 含 む 。 ） へ 速 や か に 切 り 替 え る こ と が で

き な か つ た 事 態  

 

［ 新 設 ］  
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⑶  事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 第 九 条 又 は 第 十 六 条 の 四 の 規 定 に か か わ ら ず 、 電 気 通 信 設 備

の 転 倒 又 は 電 気 通 信 設 備 の 構 成 部 品 の 脱 落 が 生 じ た 事 態  
⑷  事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 第 十 三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 電 気 通 信 設 備 を 収 容 し 、 又 は

設 置 す る 通 信 機 械 室 、 通 信 機 械 室 に 代 わ る コ ン テ ナ 等 の 建 造 物 又 は と う 道 に お い て 、 発

火 、 発 煙 又 は 焼 損 が 生 じ た 事 態  

⑸  電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 意 図 し な い 利 用 者 の 端 末 か ら の 電 気 通 信 回

線 設 備 へ の 接 続 の 要 求 を 認 証 し 、 当 該 端 末 が 電 気 通 信 回 線 設 備 に 接 続 さ れ た 事 態  

へ  次 の い ず れ に も 該 当 し な い も の  

⑴  当 該 事 態 の 発 生 が あ ら か じ め 計 画 さ れ て い た 事 態  

⑵  電 気 通 信 設 備 の 設 計 仕 様 の 範 囲 内 の 挙 動 で あ る 事 態  

⑶  自 然 災 害 に 起 因 す る 事 態 （ ホ ⑶ に 該 当 す る 事 態 を 除 く 。 ）  

二  衛 星 、 海 底 ケ ー ブ ル そ の 他 こ れ に 準 ず る 重 要 な 電 気 通 信 設 備 に 深 刻 な 機 能 低 下 が 発 生 し 、

又 は 重 大 な 損 傷 が 生 じ た 事 態  

様式第50（第57条第１項関係） 

［略］ 

 ［表略］ 

 ［注１～４ 略］ 

様式第50（第57条関係） 

［同左］ 

 ［表同左］ 

 ［注１～４ 同左］ 

様式第50の２（第57条第１項関係） 

［略］ 

 ［表略］ 

 ［注１～４ 略］ 

様式第50の２（第57条関係） 

［同左］ 

 ［表同左］ 

 ［注１～４ 同左］ 

様式第50の２の２（第57条第１項関係） 

［略］ 

 ［表略］ 

［注１～４ 略］ 

様式第50の２の２（第57条関係） 

［同左］ 

 ［表同左］ 

［注１～４ 同左］ 

様式第50の３（第57条第１項関係） 

［略］ 

 ［表略］ 

［注１～12 略］ 

様式第50の３（第57条関係） 

［同左］ 

 ［表同左］ 

［注１～12 同左］ 

様式第50の４（第57条第２項関係） 

重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態に係る報告書 

年  月  日  

総務大臣 殿 

 

郵便番号                  

（ふりがな）                 

住  所                  

［新設］ 
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（ふりがな） 

氏  名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名を 

記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号                                                                  

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名 

等を記載すること。） 

 

発生年月日及び

時刻 

 

発生場所  

当該事態の全体

概要 

 

当該事態の原因

となつた電気通

信設備の概要 

 

措置模様（対応

状況） 

 

発生原因  

再発防止策  

注１ 「発生場所」の欄は、当該事態の原因となつた電気通信設備の設置場所（住所・建物名

等）を記載すること。 

２ 「当該事態の原因となつた電気通信設備の概要」の欄は、当該電気通信設備の名称等を

記載し、ネットワーク構成図等を添付すること。 

３ 「発生原因」の欄は、当該事態が発生した設備の管理工程（設計、工事、維持・運用）

についても記載すること。 

４ 「再発防止策」の欄は、第五十八条の二第二号に掲げる事態のうち自然災害等の外部要

因に起因する事態が発生した場合には、記載を要しない。 

５ 他の事業者等への公開により権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

り、非公開を希望する内容を含む場合には、該当項目又は該当箇所にその旨を追記するこ

と。他の事業者等に公開しても特段の支障がない内容の範囲が明確になるようにすること

。 

６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  

 



 

5
頁
 

 （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及

び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ

。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を

改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る

も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 る 。  
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改   正   後  改   正   前  
（ 事 故 発 生 状 況 の 報 告 ）  

第 七 条 の 三  電 気 通 信 事 業 者 は 、 次 の 各 号 に 該 当 す る 事 故 （ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 第 五 十 八 条

第 二 項 各 号 に 掲 げ る 事 故 を 除 く 。 ） が 発 生 し た 場 合 は 、 様 式 第 二 十 七 に よ り 、 毎 四 半 期 経 過 後

二 月 以 内 に 、 そ の 発 生 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 事 故 に つ い て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 定 め る 様 式 に よ り 提 出 す る こ と

が で き る 。  

 ［ 一 ・ 二  略 ］  

 ［ 削 る ］  

 

［ ２  略 ］  

（ 事 故 発 生 状 況 の 報 告 ）  

第 七 条 の 三  電 気 通 信 事 業 者 は 、 次 の 各 号 に 該 当 す る 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、 様 式 第 二 十 七 に よ

り 、 毎 四 半 期 経 過 後 二 月 以 内 に 、 そ の 発 生 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 事 故 に つ い て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 定 め る 様 式

に よ り 提 出 す る こ と が で き る 。  

 

 ［ 一 ・ 二  同 上 ］  

 三  電 気 通 信 設 備 に 関 す る 情 報 で あ つ て 、 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 情

報 が 漏 え い し た 事 故  

［ ２  同 上 ］  

様式第27（第７条の３関係） 

［略］ 

 ［表略］ 

 ［注１～３ 略］ 

  ［削る］ 

 

  ４～10 ［略］ 

 11 「影響を与えた電気通信役務の区分」の欄は、電気通信事業法施行規則（以下「施行規

則」という。）第58条第２項第１号の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分の中から該当

するものを全て記載すること。 

 12 ［略］ 

13 ［略］ 

様式第27（第７条の３関係） 

［同左］ 

 ［表同左］ 

 ［注１～３ 同左］ 

  ４ 「復旧年月日及び時刻」の欄は、第７条の３第１項第３号に該当する事故については記

載を要しない。 

  ５～11 ［同左］ 

  12 「影響を与えた電気通信役務の区分」の欄は、電気通信事業法施行規則（以下「施行規

則」という。）第五十八条第一号の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分の中から該当す

るものを全て記載すること。 

  13 ［同左］ 

14 ［同左］ 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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   附  則  
こ の 省 令 は 、 電 気 通 信 事 業 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 の 日 （ 令 和 五 年 六 月 十 六 日 ） か ら 施 行 す

る 。  


